
社会福祉法人の運営について
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、毎年度末に開催する説明会について令和２年度は中止します。
各法人におかれましては、資料をご確認いただき、法人運営の参考としてください。
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①令和３年度における法人運営について

１ 新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえた社会福祉法人の運営について
昨年は、新型コロナウイルス感染症のまん延により、多くの法人で理事会・評議員会の対面開催が困

難になるなど、法人の運営に大きな影響を及ぼしました。

令和３年度においても、新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえつつ、令和２年と同様、以下の取
り扱いが継続されます。法人における令和２年度決算作業や役員・評議員の改選に当たっては、引き続
き柔軟に対応してください。

（１）理事会・評議員会について、新型コロナウイルス感染症の影響により開催が困難な場合には、
可能になり次第、速やかに開催してください。

（２）理事会・評議員会は、音声が即時に伝わり、適時適格な意見表明ができれば良く、テレビ会議、
一般的な電話機のマイク及びスピーカー機能、インターネットを利用する手段等が含まれます。

（３）以下の書類の作成、所轄庁への提出期限（６月末日）等について、期限内の提出が難しい場合に
は、事前に監査課にご相談ください。

ア 計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書
イ 財産目録、役員等名簿、報酬等支給基準、現況報告書
ウ 社会福祉充実計画

1
（※令和２年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 社会・援護局（社会）より）



①令和３年度における法人運営について

２ 評議員の改選手続について
令和３年度は、多くの社会福祉法人において、平成28年の社会福祉法人制度改革以降初め

て評議員の一斉改選がおこなわれることになります。手続きの留意事項をまとめました。

（１）基本的な考え方

●評議員の任期は、社会福祉法により基本的に「選任後４年以内に終了する会計年度の
うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」

●任期の起算日は、「評議員選任・解任委員会の議決日（選任日）」となり、法人と
評議員の委任関係は、評議員の「就任承諾」によって開始される。

●以上のことから、「定時評議員会」と同じ日に「評議員選任・解任委員会」を開催して
新評議員を選任し、かつ新評議員の就任承諾書を同じ日付とすることで、新旧評議員が
切れ目なく選任される。

●ただし「定時評議員会」と「評議員選任・解任委員会」の同日開催が困難な場合、
「定時評議員会の前に評議員選任・解任委員会を開催すること」も、「定時評議員会の

後に評議員選任・解任委員会を行うこと」も可能です。

２
（※評議員の改選（評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等）に係る留意事項について

【令和３年１月27日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡】より）



①令和３年度における法人運営について

２ 評議員の改選手続きについて
＜定時評議員会の前に評議員選任・解任委員会を行う場合＞
●新評議員の就任承諾書の日付は「定時評議員会の開催日と同日」が望ましい。
●令和2年度中（＝3月31日まで）に評議員選任・解任委員会を開催して
評議員を選任した場合、新評議員の任期の起算点（選任日）も令和2年度中と
なるため、令和3年度（4月1日以降）に開催する場合と比べて任期の終期が
１年早く到来することに注意が必要。

3

【定時評議員会よりも「前」の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合のイメージ】

旧評議員

新評議員

任期の起算点 就任日

定時評議員会

選任・解任委員会



①令和３年度における法人運営について

2 評議員の改選手続きについて
＜定時評議員会の後に評議員選任・解任委員会を行う場合＞
●定時評議員会終了以降、新評議員の選任及び就任までの間については、
社会福祉法第42条第1項に基づき、旧評議員が評議員としての権利義務を有しており、
暫定的に職務を担う。

●ただし、上記の状況が長期間に渡るのは適当ではないため、定時評議員会終了後、
速やかに評議員選任・解任委員会を開催して新評議員を選任し、就任承諾を得ること。

4

【定時評議員会よりも「後」の日に評議員選任・解任委員会を開催する場合のイメージ】

旧評議員

新評議員

任期の起算点かつ就任日

定時評議員会

選任・解任委員会



②今後の社会福祉法人制度等の動向
（社会福祉連携推進法人制度について）

１ 社会福祉連携推進法人制度の概要
社会福祉連携推進法人（以下「連携法人」という。）制度については、昨年の通常国会に

おいて成立し、令和２年６月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一
部を改正する法律」に基づき、新たに創設されることとされています。

連携法人は、地域共生社会の実現に向け、地域ニーズに対応した新たな取組の創出、その
担い手となる福祉・介護人材の確保・育成、社会福祉法人（以下「法人」という。）の経営
基盤の強化などを進めていく観点から、法人等が社員となり、地域の福祉サービス事業者間
の連携・協働を進めていくための枠組みとして位置付けられており、連携法人にかかる社会
福祉法の改正規定は、法律の公布の日から２年を超えない範囲の政令で定める日から施行さ
れることになりました。

5

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）
【社員総会】（連携法人に関する事項の決議）

【理事会】（理事６名以上及び監事２名以上）

【評議会】
（地域関係者（福祉サービスを受ける立場に
ある者、社会福祉に関する団体、地域福祉の

実情を知る専門家等）の意見集約
意見具申連携法人の業務を執行

（イメージ）

（※令和２年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 社会・援護局（社会）より）



②今後の社会福祉法人制度等の動向
（社会福祉連携推進法人制度について）

２ 社会福祉連携推進法人とは
（１）位置付け

一般社団法人のうち、一定の要件に該当するものを所轄庁が認定
（２）認定・指導監督機関

都道府県知事、市長（区長）、指定都市の長等
（３）社員の範囲

以下に該当する者が社員、社会福祉法人が社員の過半数であることが必要
（１）社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者
（２）社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者

（４）内部機関
（１）社員総会 … 法人運営に係る重要方針の議決機関
（２）理事会 … 法人運営に係る執行機関
（３）社会福祉連携推進評議会 … 法人運営に係る意見具申・評価機関

6



②今後の社会福祉法人制度等の動向
（社会福祉連携推進法人制度について）

２（続き）社会福祉連携推進法人とは
（５）業務

以下の業務のうち、いずれか一つ以上を実施する。
ア 地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
イ 災害対応に係る連携体制の整備
ウ 社会福祉事業の経営に関する支援
エ 社員である社会福祉法人への資金の貸付
オ 福祉人材不足への対応（福祉人材の確保や人材育成）
カ 設備、物資の共同購入

（６）社会福祉連携推進法人以外の業務
社会福祉連携推進業務への支障を及ぼす恐れがない範囲で実施可能

（７）実施できない業務
社会福祉事業は実施不可

7



③法人指導監査における主な指摘事例
(指導監査の目的と根拠)

○指導監査の目的（※社会福祉法人指導監査実施要綱（厚生労働省）より）
「社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又

は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことに
よって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るものである。」

【社会福祉法 第56条第1項】
所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の

状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務
若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

【横浜市健康福祉局所管社会福祉法人等指導監査等実施要綱 第３条】
第２項 指導監査等は、法人等に関して国から発出される処理基準及び指導監査指針等の通知並

びにこれまでの指導監査結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。

第３項 指導監査を適切に実施するため、健康福祉局長は次に掲げる事項を定める。
（１） 当該年度の重点事項等を含む指導監査実施方針
（２） 前号の指導監査実施方針等を踏まえた年間指導監査実施計画

８



③法人指導監査における主な指摘事例
(指導監査の目的と根拠)

○指導監査の重点事項
指導監査を適切に実施するために、横浜市健康福祉局所管社会福祉法人等指導監査等実施方

針にて指導監査の重点事項を定めている。

法人運営
(1) 評議員・役員の選任手続は適正か。
(2) 評議員会・理事会で必要な決議がされているか。
(3) 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていないか。
(4) 監事は、法人の業務監督及び会計監査、理事会への出席等、職務を適正に行っているか。
(5) 基本財産の処分、貸与又は担保提供に関する手続は適正か。
(6) 情報の開示は適正に行われているか。

法人会計
(1) 法人経理規程をはじめとする会計経理関係の規程類は、現行の法令に即した内容となっているか。
(2) 内部牽制体制が確立されているか。
(3) 契約手続（入札・見積合せ等）は適正に行われ、契約書等は作成されているか。
(3) 国庫補助金等特別積立金の処理が適正に行われているか。
(5) 計算書類、附属明細書及び計算書類に対する注記は適正に作成されているか。
(6) 現金等の管理が適正に行われているか。

（※「令和２年度横浜市健康福祉局所管社会福祉法人等指導監査等実施方針について」より）

９



1

評議員会・理事会の議事録に不備がある
（理事会・評議員会の記載事項に漏れがある）
（決議を省略した場合における議事録が作成されていない）
（評議員会・理事会の議事録について、定められた者が署名又は記名押印していない）

2

３

評議員会・理事会の招集手続に不備がある
（期日までに招集通知を発出していない）
（評議員会の招集について、理事会で決議を行っていない）

４

③法人指導監査における主な指摘事例
（法人運営における事務手続きについて）

評議員・役員の選任手続が適正に行われていない
（就任承諾書に記載されている任期の終期の記載が誤っている）
（監事の選任の際に、監事の過半数の同意を確認していない）

10

各種の登記が法定期限までに行われていない
（理事長の変更について、選任後２週間以内に変更登記がされていなかった）
（資産の総額について、会計年度終了後３か月以内に変更登記がされていなかった）



③法人指導監査における主な指摘事例
（法人運営における事務手続きについて）

（事例１）評議員会・理事会の招集手続に不備がある
●期日までに招集通知を発出していない

●評議員会の招集について、理事会で決議を行っていない

11

理事会 評議員会の招集について決議（日時、場所、議案の概要等）

時期 招集手続

理事会１週間前まで※ 理事会の招集通知を理事・監事に発出

評議員会１週間前まで※ 評議員会の招集通知を評議員に発出

評議員会 －

※これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間

なお、決算理事会と定時評議員会の間は、２週間以上の間隔を空ける必要があります。



③法人指導監査における主な指摘事例
（法人運営における事務手続きについて）

（事例２）評議員・役員の選任手続が適正に行われていない

12

評議員就任承諾書

社会福祉法人○○○会
理事長 ○○ ○○様

社会福祉法人○○会の評議員に就任することを承諾します。
評議員に就任にすることにあたっては、次の各号を誓約しま
す。

任 期：
令和○○年○月○日開催の定時評議員会の終結の時から
令和△△年の定時評議員会の終結の時まで

１ 社会福祉法第40条第１項各号の欠格条項に該当しないこと
２ 各評議員又は各役員と親族等特殊関係にある者が含まれな

いこと
３ 暴力団員等の反社会勢力者に該当しないこと
４ 今後、上記１号から３号の記載事項に該当したときは遅滞

なく報告すること

令和○○年○○月○○日

住所

氏名 ㊞

●就任承諾書に記載されている任期の終期の記載が誤っている
（例）令和３年６月に選任される評議員の場合：

【誤】

「～令和７年３月31日まで」

と終期が年度末日までとなっている。

【正】

「令和６年度決算に係る定時評議員会の時まで」

もしくは

「令和７年６月の定時評議員会終結の時まで」



③法人指導監査における主な指摘事例
（法人運営における事務手続きについて）

13

同 意 書

社会福祉法人○○○会
理事長 ○○ ○○様

私は、社会福祉法第43第３項により準用される一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律第72条の規定に従って、下記
３の議案を今回開催する評議員会に提案することに同意いた
します。

記

１ 評議員会開催日時
令和○年○月○日 ○時○分から○時○分まで（予定）

２ 評議員会開催場所
○○市○○町○○番地 社会福祉法人○○会法人本部
会議室

３ 議案の概要
次期監事に○○○○氏及び○○○○氏を選任すること

令和 年 月 日

監 事 印

（事例２）（続き）評議員・役員の選任手続が適正に行われていない

●監事の選任の際に、監事の過半数の同意を確認していない。

（例）
・監事の定数２名の法人にて、１名の同意しか得ていない。
監事候補者を決議する理事会に監事１名が欠席していた。
（欠席した監事の同意書もない）

※理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには、
監事が理事の職務の執行を監査する立場にあることを鑑み、その
独立性を確保するため、在任する監事の過半数の同意を得る必要
があります。また、対外的に監事の同意を得たことが示せるよう
にしておく必要があります。
（同意を得たことが分かる資料）
・各監事ごとに作成した同意書（連名も可）
・監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録 等



③法人指導監査における主な指摘事例
（法人運営における事務手続きについて）

（事例３）評議員会・理事会の議事録に不備がある
●理事会・評議員会の議事録の記載事項に漏れがある
●決議を省略した場合における議事録が作成されていない
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理事会 評議員会

・理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存
しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席
した場合における当該出席の方法を含む）
・理事会の議事の経過の要領及びその結果
・決議を要する事項について特別の利害関係を有
する理事があるときは、当該理事の氏名
・理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
・理事会の議長が存するときは、議長の氏名 他

・評議員会が開催された日時及び場所
・評議員会の議事の経過の要領及びその結果
・決議を要する事項について特別の利害関係を有
する評議員があるときは、当該評議員の氏名
・評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計
監査人の氏名又は名称
・評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 他

※議事録に記載しなくてはならない事項の詳細は、「社会福祉法人運営の手引き」（横浜市HP掲載）P23、P35を参照して
ください。

主な議事録記載事項 ※赤字はよく見落としがちな項目

※理事会・評議員会の決議の省略を行った場合であっても議事録の作成義務はあります。
記載項目は、①決議があったとみなされた事項の内容、② ①の事項の提案をした者（理事会においては理事）

の氏名、③決議があったとみなされた日、④議事録の作成に係る職務を行った者（理事会においては理事）の
氏名 となります。



③法人指導監査における主な指摘事例
（法人運営における事務手続きについて）

（事例３）続き 評議員会・理事会の議事録に不備がある
●評議員会・理事会の議事録について、定めた者が署名又は記名押印していない
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理事会 評議員会

理事会の議事録については、その真正性を
確保するため、出席した理事及び監事の署名
又は記名押印に関する規定が設けられてい
ます。
議事録署名人の範囲は、定款に定めること

により、理事については全員ではなく、理事
長のみの署名又は記名押印とすることも可
能です。

法令上、評議員会の議事録に、出席した評議
員が署名又は記名押印をすることを必要とす
る旨の規定はないが、議事録の内容が適正な
ものであることを担保する観点から、定款に
議事録署名人に関する規程を設けることは望
ましく、国の示す定款例においても、出席した
評議員及び理事は、議事録に記名押印すると
規定がおかれています。



③法人指導監査における主な指摘事例
（法人運営における事務手続きについて）

（事例４）各種の登記が法定期限までに行われていない
●理事長の変更（重任も含む）について、選任後２週間以内に変更登記がされていなかった。

●資産の総額について、会計年度終了後３か月以内に変更登記がされていなかった。

※登記を要する事項は次のとおり（組合等登記令第２条及び別表）

変更事由 登記期限

① 目的及び業務

変更が生じたときから２週間以内

② 名称

③ 事務所の所在場所

④ 代表権を有する者（理事長）の氏名、住所及び資格

⑤
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期
間又は事由

⑥ 資産の総額 会計年度終了後３か月以内（６月末まで）
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令和2年度の指導監査では、経理規程の内容が社会福祉法人会計基準や社会福
祉法に則していない事例、計算書類の附属明細書や注記の作成に係る不備等が数
多く見られました。

種 別 指 摘 事 例 の 内 容

経理規程 法人経理規程の内容に関するもの（事例１）

会計処理

寄附金の受入手続きに関するもの（事例２）

積立金・積立資産の計上に関するもの（事例３）

事業区分間・拠点区分間の繰入れや貸付に関するもの（事例４）

契約手続 契約の締結や更新に係る手続きに関するもの（事例５）

決 算
計算書類の附属明細書に関するもの（事例６）

計算書類の注記に関するもの（事例７）

現金管理 現金の管理方法、管理体制等に関するもの（事例８）

③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）
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社会福祉法人○○ 経理規程

この規定は社会福祉法人○○の経理の基
準を定め、・・・

・
・
・

（附則）
この規程は平成24年○月1日から施行する

（附則）
この規程は平成27年○月1日から施行する

●法令に則していない内容が認められた。
①法令改正前の条文や文言が使用されていた

×：財務諸表 → ○：計算書類
※現行の社会福祉法人会計基準では「財務諸表」という文言
は使用されていません。

②社会福祉充実計画について記載されていなかった。
※社会福祉法において、社会福祉充実残額が生じた場合に
計画を作成することが義務付けられています。

③決算関係書類（計算書類）の確定
×：理事会の承認 → ○：理事会の承認＋評議員会の承認
※社会福祉法において、計算書類の確定には理事会だけでは
なく、評議員会の承認も必要とされています。

●記載内容に不備が認められた。
・「作成する計算書類の附属明細書」の記載もれ
・「拠点区分」「サービス区分」の記載もれなど

③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）

（事例１）法人経理規程の内容に関するもの
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平成29年4月以降に改正を行っていない
規程は、現行の法令等に準拠できていま
せん！



③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）

寄附金申込書

令和○年○月○日
社会福祉法人●● 理事長様

ご住所
お名前

私はこのたび貴法人に対し、次のとおり寄附を申し込みます。

寄附年月日 ○年○月○日
寄付目的 １ 法人運営のため ２ 施設運営のため（施設名●●）

３ 次の目的のため（ ）
４ 法人に一任します

寄付金額 ×××円

●寄附受領について、理事長（又は理事長から
権限委譲を受けた者）の承認を受けていなかっ
た。

・寄附金品台帳又は寄附金申込書に「理事長の受入承
認」欄を設け、押印（又はサイン）をもらいましょう。
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寄附金品台帳（●●拠点区分）

日付 寄附者氏名 寄附目的 金額 理事長承認

4月1日

5月20日

7月22日

7月22日

9月10日

理事長 会計責任者 事務長 出納職員

●寄附受領の際、寄附者から寄附申込書を受け
ていなかった。

・寄附を受ける場合は、寄附者から必ず寄附申込書を
もらいましょう。

・お祭りの御祝儀等、社会通念上申込書の作成が難し
い場合は、申込書の代わりに祝儀袋を保管しておきま
しょう。

（事例２）寄附金の受入手続きに関するもの

印 印 印 印



第三号第一様式

貸 借 対 照 表

年 月 日現在

（単位：円）

資産の部 負債の部

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 流動負債
現金預金 短期運営資金借入金
有価証券 事業未払金
事業未収金 その他の未払金

・
・

・
・

徴収不能引当金 ・

固定資産 固定負債
基本財産 設備資金借入金
土地 長期運営資金借入金
建物 リース債務
定期預金 役員等長期借入金
投資有価証券 退職給付引当金

長期未払金
その他の固定資産 長期預り金
土地 その他の固定負債
建物
構築物
機械及び装置 負債の部合計
車輌運搬具 純資産の部
器具及び備品 基本金
建設仮勘定 国庫補助金等特別積立金
有形リース資産 その他の積立金
権利 修繕積立金
ソフトウェア 次期繰越活動増減差額
無形リース資産 （うち当期活動増減差額）
投資有価証券

・
・

修繕積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産 純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）

●積立金及び積立資産について、「積立の目的」
を明確に示す名称が付けられていなかった。

貸借対照表の中区分における勘定科目の名称は「その
他の積立金」ではなく、次のように積立の目的を具体的に
示す名称としてください。（例：修繕費積立金、施設整備
費積立金、人件費積立金等）

●積立金を計上する際に、同額の積立資産が
積み立てられていなかった。

貸借対照表の大区分における「その他の積立金」を積み
立てる場合は、必ず同額の積立資産を計上してください。
（例：修繕費積立金を１千万円積み立てる場合は、修繕費
積立資産を1千万円計上する）
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（事例３）積立金・積立資産の計上に関するもの



③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）
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（事例４）事業区分間・拠点区分間の繰入れや貸付に関するもの

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

繰入元 繰入先 金額

Ａ特養拠点 法人本部拠点 10,000,000円

●特養拠点区分から他の社会福祉事業等（法人本部拠点を含
む）へ、国の通知で定められた制限を超える資金の繰入れを
行っていた。

施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業又は公益事業
へ繰り入れる場合は、資金収支計算書において下記①②の条件を両方
とも満たす必要があります。

①「事業活動資金収支差額」が１円以上（残高が生じる）

②「当期資金収支差額合計」が０円以上（不足が生じない）

Ａ特養拠点区分資金収支計算書
・
・
・

事業活動資金収支差額 ▲5,000,000円

・
当期資金収支差額合計 ▲8,000,000円

N G

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）
残高明細書

貸付拠点区分 借入拠点区分 金額

Ａ特養拠点 法人本部拠点 10,000,000円
・

●特養拠点区分から他の社会福祉事業等（法人本部拠点を含
む）への貸付金が年度内に精算されていなかった。

施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業又は公益事業へ
貸し付けた場合は年度内の精算が必要です。※介護保険法第23条に規定
する居宅サービス等への事業への貸付を除く

N G

N G



稟議書（例）

件名「○○業務委託契約の更新について」

○○業務委託契約につきましては、△△株式会
社との契約が平成○○年○月○日に期間満了と
なりますが、以下の理由により契約を更新します。

（契約を更新する理由）
・３者から見積書を徴収して価格を調査した結果、
最も安価である。
・契約内容を遵守し、適正に業務を履行している。

●自動更新の契約について、契約の更新に係る稟議書等が
作成されていなかった。

契約の更新にあたっては、主に次の視点から契約継続の妥当性に
ついて検証し、法人として意思決定を行うことが大切です。

①現契約額が妥当であるか（他社見積書等から判断）

②この1年の業務の履行状況は適正か

定期的に価格調査を行い、契約額の妥当
性を確認しましょう！

③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）
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（事例５）契約の締結や更新に係る手続きに関するもの

理事長 会計責任者 事務長 出納職員

印 印 印 印



様式種別 様式名 作成区分

別紙３（①） 借入金明細書

法人全体で作成

別紙３（②） 寄附金収益明細書

別紙３（③） 補助金事業収益明細書

別紙３（④） 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（⑤） 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑥） 基本金明細書

別紙３（⑦） 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑧） 基本財産及びその他の固定資産の明細書

拠点区分ごとに
作成

別紙３（⑨） 引当金明細書

別紙３（⑩） 拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑪） 拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑫） 積立金・積立資産明細書

別紙３（⑬） サービス区分間繰入金明細書※別紙３⑩を作成した拠点

別紙３（⑭）
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書※別紙３⑩を作成した
拠点

別紙３（⑮） 就労支援事業別事業活動明細書

別紙３（⑮-2） 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）

別紙３（⑯） 就労支援事業製造原価明細書

別紙３（⑯-2） 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所用）

別紙３（⑰） 就労支援事業販管費明細書

別紙３（⑰-2） 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所用）

別紙３（⑱） 就労支援事業明細書

別紙３（⑱-2） 就労支援事業明細書（多機能型事業所用）

別紙３（⑲） 授産事業費用明細書

●作成すべき明細書を作成していなかった。

・計算書類の附属明細書は「法人全体」で作成す
ればよいものと、「拠点区分ごと」に作成しなけ
ればならないものがあります。

①該当がない場合は作成不要です。

②「前年度から増減がないから」との理由で作成
を省略することはできません。

③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）
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（事例６）計算書類の附属明細書に関するもの

【 上記①の例】
借入れを一切行っていないので借入金明細書の作成
を省略→○

【上記②の例】
基本金について前年度から増減がなかったので、基
本金明細書の作成を省略→×



計算書類に対する注記（Ｂ拠点）

１．継続事業の前提に関する注記
・

３．重要な会計方針の変更
・
・
・

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累
計額及び当期末残高

10.  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、
債権の当期末残高

・
・
・
・

計算書類に対する注記（Ａ拠点）

１．継続事業の前提に関する注記
・

３．重要な会計方針の変更
・
・
・

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累
計額及び当期末残高

10.  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、
債権の当期末残高

・
・
・
・

●古い様式が使用されていた。

様式は「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する
運用上の取扱いについて」の別紙１、２で定められています。

●「該当がなくても省略できない項目」が省略されていた。
該当事項がない場合、項目の記載を省略できるのは左記の4項目の

みです。それ以外は項目名を残し、次行に「該当なし」と記載して
ください。

※拠点区分用注記では「1.継続事業の前提に関する注記」がないため、
省略できるのはそれ以外の3項目です。

③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）
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（事例７）計算書類の注記に関するもの

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
・

３．重要な会計方針の変更
・
・
・

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累
計額及び当期末残高

10.  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、
債権の当期末残高

・
・
・
・

●一部の拠点区分に関する注記が作成されていなかった。

注記は「法人全体分」及び「全ての拠点区分」について作成が必要
です。



小口現金出納帳（３月）

3/1 繰越残高 50,000円
3/2 ××購入 1,000円 残高 49,000円

・
・
・

3/31 残高 15,000円

●現金（小口、立替用、利用料収入等）の残高確認
が行われていなかった。
現金の出納状況と残高を適切に把握・確認するために出納帳を

作成し、残高確認（出納帳と現金の照合）を経理規程に定めた頻
度で実施しましょう。

金種表（3/31）

10,000円 ○枚 ○○円
5,000円 ○枚 ○○円
1,000円 ○枚 ○○円
・
・
１円 ○枚 ○○円
合 計 15,000円

『現金管理のポイント』
現金紛失等の事故を防止するため、「相互牽制体制」を整えること

が大切です。

印 印

③法人指導監査における主な指摘事例
（会計・経理・契約手続きについて）

25

（事例８）現金の管理方法、管理体制等に関するもの

現金の出納や残高確認は
複数の職員で！

会計責任者への報告も忘
れずに！



④財務諸表等電子開示システムについて
（令和３年度のスケジュール①）

○令和３年度のスケジュール

26



④財務諸表等電子開示システムについて
（令和３年度のスケジュール②）
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R3.4.1 令和3（2021）年度「財務諸表等電子開示システム」運用開始

WAM（福祉医療機構） 所轄庁（横浜市）社会福祉法人（横浜市所管）

●ユーザーID
●当年度の仮パスワード

●仮パスワードでシステムにログイン
●パスワードを変更
●「財務諸表等入力シート」をダウン
ロード・保存

メール

●財務諸表等入力シートの作成
●各種届出書類の確認（必須）
①役員名簿（公表用及び届出用）
②事業報告書（前年度）
③事業計画書（当年度）
④監事監査報告書
⑤計算書類の附属明細書、注記
⑥役員報酬に関する規程

アップロー
ド・届出

●財務諸表等入力シートの確認
→入力の誤りや漏れはないか

●届出書類等の確認
→不足書類、添付の誤りはないか

●確認の結果、不備があった場合
→メール、電話等で修正や不足書
類の追加提出等を依頼

差戻し

R3.6.30 現況報告書（財務諸表等入力シート及び届出書類等）の提出期限

●差し戻された財務諸表等入力シート
の修正

●各種届出書類の追加提出・差替え等

再アップ
ロード・
再届出

●財務諸表等入力シートの確認
●届出書類等の確認
●再修正・不足書類提出等の依頼
●神奈川県へ提供

(再差戻し)
R3.10.31 令和3（2021）年度「財務諸表等電子開示システム」届出期間終了（予定）

○現況報告書の提出に係る事務処理スケジュール（令和3年度）

送信

●該当がある場合に提出する届出書類
・会計監査報告（会計監査人が実施したもの）
・財務会計に関する内部統制の向上に
対する支援に係る支援業務実施報告書

・財務会計に関する事務処理体制の向上に
対する支援に係る支援業務実施報告書

・定款（法人HPに掲載していれば不要）



④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント①）

○主な「差戻し」理由
①「評議員の兼務」について
「（3-5）他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況」を「1有」としているが、職業欄

に記載がない

他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務が「1 有」の場合は、具体的な法人名等を記載

☛ 「（3-2）評議員の職業」欄に、具体的な社会福祉法人名を記載してください。
複数ある場合は全て記載してください。
（字数制限があるため、記載しきれない場合は可能な範囲で結構です。）

例

！
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④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント ②）

②報酬等の「計算上の特例」について
「（3-12）理事全員の報酬等の総額（前会計年度実績）」と「計算上の特例」、
「（3-11）理事報酬等の支給形態」の記載が不整合

☛ 「（3-12）理事全員の報酬等の総額（前会計年度実績）」には、理事全員の報酬等（実費相当
の旅費又は費用弁償を除く）を記載します。なお、「報酬等」には理事の職員給与も含めます。

ただし、職員給与を受けている理事が1人であって、個人の職員給与が特定されてしまう場
合は、「1特例有」を選択し、当該理事の職員給与額を含めずに理事報酬等の総額を記載し
てください。

※職員給与を受けている理事が２名以上いる場合は、特例を適用できません。職員給与を含
めた、理事全員の報酬等の総額を記載してください。

（社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関するＱ＆Ａ（平成30年3月20日事務
連絡 問10））

！
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④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント ③）

②報酬等の「計算上の特例」について（つづき）

職員給与を受けている理事が２名いるので、「特例有」は選択できません。
「特例無」とした上で、職員給与も含めた報酬額を(3-12)に記載します。

例

30
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④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント ④）

③「地域における公益的な取組」の選択について
事業名を自由記載している。

☛ 「①取組類型コード分類」は、「入力候補」のリストから該当するものを選択してください。

選択

！
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④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント ⑤）

④「国庫補助金等特別積立金取崩累計額」について

前年度と同額を記載している。
（※対象固定資産の減価償却が全て完了している場合を除く）

当該年度の国庫補助金等特別積立金取崩額と同額を記載している。
（※「取崩しの累計額」を計算する必要があります。次ページ参照）

その他、マイナス表記などの異常値を記載している。

！

！

！
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④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント ⑤）

④「国庫補助金等特別積立金取崩累計額」について（つづき）

33

●この項目には、「法人設立時からの国庫補助金等特別積立金取崩累計額(各年度の事業活動計算書の
国庫補助金等特別積立金取崩額の合計)※」を記載します。
※計算書類の附属明細書別紙３（⑧）「基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書」
「減価償却累計額（F)」の「うち国庫補助金等の額」の「基本財産及びその他の固定資産計」の額

この金額を記載



④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント ⑥）

⑤「専門家の活用状況」について
「イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を選択し、税理士法人等を記載してい
るが、実際の支援の内容が「記帳代行」「計算書類作成」「税務顧問」等である

☛上記の内容では、本項目にいう「支援」には該当しませんのでご注意ください。
(参照) （P.52「⑤「専門家の支援」について（Q＆A①）」）

また、「日本税理士会連合会」のHPにおいて、以下の注意喚起がなされています。
本欄の記載にあたっては、あらかじめ契約している専門家に照会されることを推奨します。
（日本税理士会連合会HP）https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/190809a/
＜厚生労働省からお知らせ＞社会福祉法人の現況報告書に関する注意喚起のお願いについて

！
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https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/190809a/


④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書作成におけるチェックポイント ⑦）

⑥「法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況」について

・当該改善事項に係る指導監査結果通知書の日付が記載されていない。
・法人指導監査ではなく、施設の監査の文書指摘事項を記載している。
・文書指摘事項ではなく、口頭指摘事項について記載している。

☛この項目では、法人指導監査において「文書指摘事項」があった場合に、その指摘事項と改善状
況を記入してください。また、指摘事項については、その指摘があった結果通知書の日付を記載し

てください。
※文書指摘事項とその改善状況は、次の法人指導監査が実施されるまで、同内容を毎回記載し
てください。

！
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④財務諸表等電子開示システムについて
（計算書類等作成におけるチェックポイント①）

⑦計算書類（法人単位）の不備について
法人単位資金収支計算書の「予算」額が空欄になっている。！
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「内部取引」シート（財務諸表等入力シート） 法人単位資金収支計算書（財務諸表等入力シート）

「内部取引」シートの
「資金収支」の１様式
（予算）の予算額入力を
忘れると・・・

法人単位資金収支計算書
（第一号第一様式）の予
算額が空欄（ゼロ）に！

「内部取引」シートの
・「事業活動」の１様式（前年度）
・「貸借対照」の１様式（前年度）
についても同様です。



④財務諸表等電子開示システムについて
（計算書類等作成におけるチェックポイント②）

⑧計算書類（拠点区分）の不備について
拠点区分資金収支計算書の「予算」額が空欄になっている。！
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「資金」シート（財務諸表等入力シート） 拠点区分資金収支計算書（財務諸表等入力シート）

「資金」シートの拠点
区分ごとの予算額入力
を忘れると・・・

拠点区分資金収支計算
書（第一号第四様式）
の予算額が空欄（ゼ
ロ）に！

・「事業活動」シートの前年度
・「貸借対照」シートの前年度
についても同様です。



④財務諸表等電子開示システムについて
（計算書類等作成におけるチェックポイント③）

⑨計算書類の不備（「内部取引」シートの入力不備）
事業区分間（又は拠点区分間）の繰入金があるにもかかわらず、「内部取引」シートの「資金
収支」「事業活動」の「内部取引消去」欄が入力されていない。

38

！

「内部取引」シート（事業活動）（財務諸表等入力シート）

内部取引消去を入力しないと、下記
計算書類が正しく作成されません！
・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
→収入と支出が実際より過大に表示される

・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
→収益と費用が実際より過大に表示される



④財務諸表等電子開示システムについて
（計算書類等作成におけるチェックポイント④）

⑨計算書類の不備（「内部取引」シートの入力不備）
事業区分間（又は拠点区分間）の貸付金（借入金）があるにもかかわらず、「内部取引」シート

の「貸借対照」の「内部取引消去」欄が入力されていない。
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！

「内部取引」シート（貸借対照表）（財務諸表等入力シート）

内部取引消去を入力しないと、下記
計算書類が正しく作成されません！
・貸借対照内訳表（第三号第二様式）
・事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式）
→資産と負債が実際より過大に表示される



④財務諸表等電子開示システムについて
（計算書類等作成におけるチェックポイント⑤）

○「公開用計算書類」について
公開用計算書類を一度作成したあとに「計算書類シート」や「内部取引シート」を修正した場合、

公開用計算書類をもう一度作成しないと、修正内容が計算書類に反映されません。
上記シートを修正した際は、以下のメニューから計算書類を再度作成してください。

40

「計算書類シート」や「内部
取引シート」を修正したら、
忘れずにこのボタンを押下！



④財務諸表等電子開示システムについて
（「財務諸表等入力シート」以外の届出書類について）

○届出が必要な書類と注意事項

対象法人 提出書類 よくある不備 注意事項等

全法人

計算書類の注記※ 全ての拠点分が揃っていない 単独ファイルでアップロードしてください。
計算書類の附属明細書 提出されていない明細書がある

ZIP等でひとまとめにしてアップロードしてください。
（最後にアップロードされたファイルのみが保存さ
れます。）

監事監査報告書 監事全員の監査報告書が揃っていない
事業報告書（決算年度） 提出されていない
事業計画書（当年度） 決算年度の事業計画が提出されている

役員等名簿（所轄庁届出用）
評議員が含まれていない
役員の住所や連絡先等が記載されていない

役員等名簿（公開用）※
評議員が含まれていない
役員の連絡先等が記載されたものが提出されて
いる

アップロードと同時に公開されます！名簿について
は個人情報（住所、電話番号等）を誤って公開しな
い様、ファイルを十分に確認してください！

役員等報酬基準※ 提出されていない

該当する法人
のみ

会計監査報告書
法人の監事が行った「監事監査報告書」がアッ
プロードされている

会計監査人（公認会計士、監査法人）が実施した
「会計監査」に係る報告書が対象です。

社会福祉充実計画※
社会福祉充実計画を策定しているにもかかわら
ず、アップロードされていない

計画変更した際は、最新の計画をアップロードして
ください。

定款※
法人ホームページに定款が掲載されていないに
もかかわらず、アップロードされていない

法人ホームページがない、又は法人ホームページ
の定款を掲載していない場合は提出が必要です。

41

※については、WAM NET上で公開されます。



④財務諸表等電子開示システムについて
（システム上の届出処理について）

○届出処理について
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム操作説明書（社会福祉法人用）」を
参照の上、手続きを行ってください。

※「届出」処理の漏れが散見されます。
☛アップロードが完了したら、忘れずに「届出」ボタンを押下してください。

※届出後、1～2週間で公開情報が更新されます。
☛不備等がないか、必ず確認してください。

「現況報告書」や「計算書類」が不備等がある状態で公開されてしまうと、法人の
信頼性を損なうおそれがあります。

不明点等がありましたら監査課までご相談ください。

！
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④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書等の届出処理に係るQ&A①）

財務諸表等電子開示システム（以下「電子開示システム」）にログインするための「ID」
がわからない。

Q
●「ID」と「パスワード」は毎年４月初旬に福祉医療機構からメールで各法人へ送信されます。
メールが届いていないか、ご確認ください。

●メールが見つからない（又は受信できていない）場合
① WAM NETトップページの「会員入口」をクリック
②「困ったときは」の「再発行申請」をクリック（以下、次ページへ）

A
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クリック

クリック

１ ２



◆メールが見つからない（又は受信できていない）場合
③「再発行申請」＞「ID再発行情報入力」の「登録メールアドレス」欄と「入力確認」欄に
会員情報として登録してあるメールアドレスを入力し、「入力内容を確認」をクリック。

④メールアドレスが正しく表示されていることを確認したら、「ID再発行申請」をクリック。
→入力したメールアドレスに「ID」と「パスワード」が届きます。

④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書等の届出処理に係るQ&A①）

財務諸表等電子開示システム（以下「電子開示システム」）にログインするための「ID」
がわからない。（続き）Q

A
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３ ４

メールアドレスを入力

クリック

クリック



④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書等の届出処理に係るQ&A②）

「電子開示システム」にログインするための「パスワード」がわからない。Q

●「ID」と「パスワード」は毎年４月初旬に福祉医療機構からメールで各法人へ送信されます。
メールが届いていないか、ご確認ください。

●メールが見つからない（又は受信できていない）場合
① WAM NETトップページの「財務諸表等電子開示システム」をクリック
② ログイン画面の「パスワードリセット」をクリック

A
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クリック

１ ２

クリック



④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書等の届出処理に係るQ&A②）

「電子開示システム」にログインするための「パスワード」がわからない。（続き）Q
③「パスワードリセット」画面＞「パスワードリセット情報入力」の「ID」欄を入力し、
「入力内容を確認」をクリック。

④ IDが正しく表示されていることを確認したら、「パスワードリセット申請」をクリック。
→入力したメールアドレスにパスワードリセットの確認メールが届きます。

A
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IDを入力

クリック

３ ４

クリック



④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書等の届出処理に係るQ&A③）

WAMNET上のシステムで事業報告書等の提出を済ませているが、横浜市から「電子開示
システムの届出がされていない」との連絡を受けた。なぜなのか。Q
●「事業報告書等電子報告システム」は、福祉医療機構の福祉貸付を利用している社会福祉法人が事業
報告書等を提出するためのシステムです。

●「財務諸表等電子開示システム」は、社会福祉法や関連法令により全ての社会福祉法人に義務付けら
れている所轄庁への現況報告書等の提出や法人に関する情報の公表を行うためのシステムで、上記の
「事業報告書等電子報告システム」とは全く別のものです（IDも別です）。

A
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＜事業報告書等電子報告システムのログイン画面＞ ＜財務諸表等電子開示システムのログイン画面＞



④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書等の届出処理に係るQ&A④）

●年度途中に事業所を新規開設（または廃止）したので、電子開示システムで公開されて
いる情報を変更したい。

●電子開示システムで公開されている「法人基本情報」に誤りがあるので修正したい。
（例：主たる事務所の所在地、電話番号等）

Q
●電子開示システムで公開される法人基本情報、事業所一覧等の情報は「4月1日時点」のものです。
年度途中に生じた変更については、翌年度の現況報告書に反映させてください。A
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Q
●電子開示システムの「法人基本情報」には、現況報告書の「１．法人基本情報」に記載された
内容がそのまま反映されます。所轄庁へ提出する前に記載内容に誤りがないか、必ず確認して
ください。
●法人基本情報の修正について
①電子開示システムの届出期間中（通常、４月１日～10月末頃）
修正可能です。現況報告書を修正し、再度電子開示システムでアップロード及び届出の処理を
してください。
②上記期間以外
次年度の現況報告書が提出されて情報が上書きされるまで、修正はできません。

※「定款」「役員等名簿」「報酬等の支給の基準」については、通年で変更が可能です。

A



④財務諸表等電子開示システムについて
（現況報告書等の届出処理に係るQ&A⑤）

「事業計画書」はシステム上必須ではないが、提出が必要なのか？

「役員等名簿」はいつの時点のものを提出するのか？

「役員等名簿」は、理事、監事のみの記載でよいか？

定款で事業計画書の作成が定められている場合は提出が必要です。
※定款例第31条（事業計画及び収支予算）参照

役員等名簿は、届出時点の最新情報で作成してください。
※現況報告書の役員等の状況は当該年度4月1日時点で記載しますので、一致しなくて
も差し支えありません。（社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関
するＱ＆Ａ（平成30年3月20日事務連絡）問４）

理事、監事及び評議員について記載が必要です。（社会福祉法第45条の34、第59条）
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Q

A

Q

A

Q

A



⑤「専門家の支援」について
（概要①）

一定規模を超える法人
（特定社会福祉法人）

会計監査を
受けない法人

会計監査人の設置が義務付けられています。

「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財
務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援につい
て、法人の事業規模や財務会計に係る事務体制等に則し
て、専門家を活用することが望ましい。」とされていま
す。

（「社会福祉法人審査基準」第３の６の（１））

一定の要件を満たした支援を受けた場合
●監査周期が延長される場合があります。
●指導監査事項の一部が省略される場合があります。

※監査周期の延長や指導監査事項の省略は、専門家による報告書の内容のほか、過去に行われた指導監査の結果や
毎年提出される計算書類、附属明細書、財産目録等を確認したうえで所轄庁が可否を判断します。
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⑤「専門家の支援」について
（概要②）

○「専門家の支援」とは？
厚生労働省通知「会計監査及び専門家による支援等について」（社援基発0427第1号平成29年
4月27日）に基づき行われるもので、次の２種類の支援があります。

【支援を受ける法人】
会計監査人を設置して
いない社会福祉法人
（「会計監査人」設置
義務基準※の段階的拡
大により、将来的に会
計監査人設置が必要に
なると見込まれる社会
福祉法人を想定）

財務会計に関
する内部統制
の向上に対す

る支援

【支援を受ける法人】
会計監査人を設置して
いない社会福祉法人財務会計に関

する事務処理
体制の向上に
対する支援
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【支援の実施者】
公認会計士又は監
査法人

【支援の実施者】
公認会計士又は税
理士、税理士法人

【支援の内容】
・支援を行う公認会計士又は監査法
人と支援を受ける社会福祉法人が契
約を締結
・公認会計士又は監査法人は上記厚
生労働省通知「別添１」の支援項目
リストに記載された支援項目等につ
いて確認を実施
・発見した課題と改善提案に関する
報告書を社会福祉法人へ提出

【支援の内容】
・支援を行う公認会計士又は税理士、
税理士法人と支援を受ける社会福祉
法人が契約を締結
・公認会計士又は税理士、税理士法
人は上記厚生労働省通知「別添２」
の支援項目リストに記載された支援
項目等について確認を実施
・確認結果と所見に関する報告書を
社会福祉法人へ提出

【支援項目の例】（別添１より）
・法人全般の統制（ガバナンス体制、
各種規程・業務手順の整備 等）
・各種事業の統制（購買、固定資産、
資金管理、人件費、収益等の各業務
のリスクへの対応手続支援等）
・決算の統制（決算・財務報告に関
する規程整備、決算業務体制、計算
書類等の確定作業等に対する支援
等）

【支援項目の例】（別添２より）
・法人が作成する計算書類等の会計
基準との整合性の点検及び改善支援
・経理体制の現状把握、効率化等改
善に対する支援 等

※いずれの支援も毎年度実施することが必要です。



⑤「専門家の支援」について
（Q&A①）

税理士と委託契約を結び、記帳の代行や計算書類の作成を行ってもらっているが、
「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」に該当するか？

決算業務を委託している税理士に「別添２」による支援項目の確認を依頼し、報告書の
提出を受けたが、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」に該当するか？

Q
該当しません。

「専門家の支援」とは、前述の厚生労働省通知「別添２」（以下「別添２」）に記載さ
れている支援項目の確認及びその事項についての所見を受けることをいいます。記帳代
行や計算書類の作成は「専門家の支援」にはあたりません。

A

該当しません。
決算業務を行う税理士は、法人の会計処理上の判断や意思決定、計算書類等の作成に

直接関与していると考えられるため、その税理士が「別添２」の項目について確認等を
行ったとしても、客観的な立場で行った点検とは言えず、「自己点検」とみなされます。
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Q

A



⑤「専門家の支援」について
（Q&A②）

顧問契約を結び、会計や税務に関する相談に対応してもらっている税理士に「別添２」
による支援項目の確認を依頼し、報告書の提出を受けたが、「財務会計に関する事務処理
体制の向上に対する支援」に該当するか？

法人の評議員（又は監事）に就任している公認会計士（又は税理士）から「財務会計に
関する事務処理体制の向上に対する支援」を受けることは可能か？

Q

該当します。
顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う税理士は、専門的な立場か
ら見解を述べることが主要な業務内容であり、間接的な関与に留まることが想定される
ため、原則として自己点検にはあたりません。

A

可能です。
ただし、評議員や監事は法人の運営や業務執行を監督・監査する立場にあることから、
支援の際に法人の業務執行に直接関与することのないよう、十分留意してください。
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Q

A

※平成29年9月26日事務連絡「社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A（Vol.2）」を参考に作成



⑥社会福祉充実計画について

◆社会福祉充実残額について

54

○ 決算により「社会福祉充実残額」が発生し
た場合、「社会福祉充実計画」の策定が必要で
す。社会福祉充実計画の策定にあたっては、公
認会計士等からの意見聴取、評議員会の承認を
経て、所轄庁の承認を受ける必要があります。

○ また、「社会福祉充実計画」に「地域公益
事業」を位置付ける場合は、「地域協議会での
意見聴取」という手続きが加えて必要となりま
す。

○ そのため、決算見込みの段階で「社会福祉
充実残額」が発生する可能性が生じた場合は、
お早めに「健康福祉局監査課」までご相談くだ
さい。

【参考】社会福充実計画にかかる事務フロー
（※厚生労働省資料より）



⑦法人メールアドレスの登録・管理について

○健康福祉局監査課では、次の２種類の法人メールアドレスを管理しています。

①「各種通知・情報提供用」のアドレス
→厚生労働省から発出された通知等の周知や調査依頼、監査課からのお知らせ等に使用します。

②「財務諸表等電子開示システム（以下「電子開示システム」）用」のアドレス
→電子開示システムから送信される各種案内、現況報告書等の届出に関する連絡に使用します。

（上記アドレスを変更する場合）
以下の宛先にメールにてご依頼ください。
その際、上記①、②のどちらを変更するかご指定下さい。
宛先：kf-kansa-houjin@city.yokohama.jp

（お願い）
・必ず定期的に受信メールを確認するようお願いします。
・担当者の個人アドレスを使用している場合、異動・退職の際は忘れずにアドレス変更の連絡を。
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⑧最後に

◆参考資料について
次の資料を横浜市のHPで公開しておりますので有効活用してください。

◆自己点検表及びアンケートについて

56

『社会福祉法人運営の手引き（横浜市健康福祉局監査課）』
（構成）
・本文・・・・・・・・・・・・・・・各種手続きの概要やポイントを解説しています。
・様式集・・・・・・・・・・・・・・各種手続きにかかる参考様式集です。
・標準事務フロー集・・・・・・・・・各種手続きにかかる標準的な事務フロー集です。

『自己点検表』をご活用ください
指導監査で指摘の多い項目を中心にまとめています。
定期的な自己点検を行うなど、適正な法人運営を行うためにご活用ください。

『アンケート』ご提出のお願い
本資料及び自己点検表に関するアンケートのご提出をお願いします。
【締 切】令和３年３月14日（日）
【提出先】①FAX：045-662-1658

②メール：kf-kansa-houjin@city.yokohama.jp
③郵送：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10 横浜市健康福祉局監査課あて
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